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 １  指導監査について 

介護サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法

１ 指導

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、 

改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために、介護保険 

法第２３条の規定に基づき実施します。 

(1) 集団指導

原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により

指導を行います。集団指導の資料については、資料の配付は行いませんので、事前

に岡山市事業者指導課ホームページよりダウンロードの上、印刷して持参していた

だくようお願いしています。

(2) 実地指導

介護サービス事業者等の事業所において、指導担当者が実地により関係書類等の 

確認及びヒアリングを行うことにより実施します。

   ○指導内容について

     介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、

   設備、運営及び介護報酬請求について指導します。（必要に応じて過誤調整を指導

   する場合があります。）

   ア 事前に提出を求める書類等（主なもの）

    ・利用申込者及び家族等に対し交付し説明する「重要事項説明書」

    ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間）

    ・緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者（入所･通所系ｻｰﾋﾞｽのみ）

       ・自己点検シート（人員・設備・運営編）

    ・自己点検シート（介護報酬編） その他

   イ 実地指導日に準備すべき書類等については、実地指導通知文に記載しますが、

    必要な都度速やかに提示できるよう準備をお願いします。 

☆自己点検シートの活用について 

    実地指導は、各事業所に毎年実施できるとは限りません。自己点検シートには制

度改正の内容や注意事項などを掲載していますので、事業所の方は自主的に年に１

回は自己点検シートによる点検を実施してください。 

２ 監査

入手した各種情報により、人員・設備及び運営基準等の指定基準違反や、不正請求 

  等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保 

  険法第５章の規定に基づき実施します。

各種情報とは、

①通報・苦情・相談等に基づく情報

   ②国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
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   ③国民健康保険団体連合会・保険者からの通報

   ④介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す事業者情報

   ⑤介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

    等の幅広い情報です。 

国においても「運営基準違反や介護報酬の不正請求、また、利用者への虐待行為等は、

利用者に著しい不利益が生じるのみならず、介護保険制度全体の信頼を損なうものであり、

引き続き、通報、苦情や国保連合会介護給付適正化システムのデータの活用等により、そ

うした不正が疑われる情報があった場合には、関係部局とも協議の上、監査を実施してい

ただくとともに、不正が確認された場合には、指定取消等の厳正な対応をお願いする。」

としており、指定基準違反や不正請求が認められる場合には、厳正かつ機動的な対応を行

います。  

３ 報酬請求指導の方法  

指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに介護報酬（基本単位及び各種加算） 

  の請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取 

扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算 

定要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導するとともに、過去 

の請求について自己点検の上、不適切な請求となっている部分については過誤調整と 

して返還を指導します。 

４ 業務管理体制に関する監督  

介護サービス事業者に義務付けられている業務管理体制の整備については、適正な

介護事業運営が確保されるよう、事業者自ら適切な体制を整備し、改善を図っていく

ことが最も重要です。介護保険制度は、国民からの保険料と公費によって、利用者に

必要なサービスを提供し、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と

した公的性格がきわめて強い制度です。この趣旨を、介護サービス事業者は十分認識

する必要があり、特に経営者（陣）の方々は、自ら率先して法令等違反等の未然防止

のための取組を行う責務があります。 

業務管理体制整備に関する届出は、介護保険事業への新規参入時、区分の変更及び

届出事項に変更が生じた際に、その内容を遅滞なく届け出ることとされており、法人

の実施する事業所が岡山市内に集中している場合は、岡山市（事業者指導課）への届

出が必要です。市は一般検査として実地指導に併せて必要な業務管理体制の監査を行

っていますが、業務管理体制の整備に関する届出が未済の介護サービス事業者につい

ては、当該介護サービス事業者が運営する介護サービス事業所等の指定取消等の理由

にもなり得るため、ご注意ください。

なお、介護サービス事業者の指定事業所等の指定等取消処分相当事案等が発生した

場合に、当該事業者について、不正行為を未然に防止できなかった業務管理体制の不

備の確認・検証を行うとともに、併せて連座制の適用を判断するための不正行為への

なお、原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、

機動的かつ、より実効性のある方法で行っています。
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組織的関与の有無の確認を行うために特別検査を実施します。特別検査の実施にあた

っては、組織的関与の有無の検証にとどまらず、不正行為を未然に防止できなかった

業務管理体制の不備の確認・検証を行った上で、介護サービス事業者として不正事案

の再発防止策等適切な改善を求めていくことになります。 

また、厚生労働省が過去に実施した一般検査における主な指導等事項、特別検査に

おける主な指摘事項に係る趣旨は次のとおりです。 

（一般検査） 

・法令遵守責任者の役割が周知されていないため周知すること。 

・介護サービス事業者が定めている法令遵守規程と実際の運用が異なっているため

改めること。 

・内部通報の処理体制の整備を検討すること。 

・事故・苦情・相談等の報告体制等を定め、報告の中に法令違反に起因するものが

ないか確認し、必要に応じて全事業所に情報提供する等の取組を検討すること。 

（特別検査） 

・事業所での問題等を本社（部）で把握できる体制になっていない。または、把握

していても問題解決を事業所に任せており、本社（部）として問題解決にあたっ

ていない。 

・内部通報制度は整備されているが、機能していない。 

・ある事業所の問題が発覚した際に、他の事業所でも同様な事案が発生していない

かの把握を行っていない。 

・虐待や法令等遵守に関する研修が不十分である。 

【参考：業務管理体制の届出先区分】 

事業所等の所在状況 届出先区分 

２以上の都道府県の区域、かつ、

３以上の地方厚生局の区域 
厚生労働大臣（本省） 

２以上の都道府県の区域、かつ、 

１又は２の地方厚生局の区域 

事業者の 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

１の都道府県の区域 都道府県知事 

１の都道府県の区域のうち、 

１の指定都市の区域 

指定都市の長 

岡山市長 

１の市町村の区域

※地域密着型サービスに限る。 
市町村長 
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詳しくは：本課ＨＰ「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00169.html 

５ 過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、保険者より返還命令）

実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次のとおり取 

  り扱います。

     ①介護サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供の挙証責任が果たせて 

    いないため返還を指導します。 

     ②報酬算定に係る告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は 

返還を指導します。 

     ③加算報酬上の基準要件を一つでも満たしていない場合や、解釈通知に即したサ 

ービス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨を満たしていない場合 

は、返還を指導します。※

④加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通知に即したサービス提供を行っている 

が、不適切な取扱いが認められる場合や、解釈通知に即したサービス提供を実施 

していないものの、加算本来の趣旨を満たしていないとまではいえない場合は、 

適切な取扱いとなるよう指導します。

   （参照）平成１９年３月１日付 厚生労働省介護保険指導室事務連絡 『「報酬請求

指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて』 
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２  介護職員処遇改善加算について 

１ 平成２８年度介護職員処遇改善加算の実績報告について

(1) 平成２８年度に当該加算を算定している事業者は、平成２９年７月３１日（月）

までに、実績報告書を提出すること。 

  (2) 記入例を参考にして作成すること。 

  (3) 別紙様式５の③（又は⑤）「平成２８年度分介護職員処遇改善加算総額」には、

平成２８年４月～平成２９年３月サービス提供分までの加算総額（利用者負担額を

含む）を記入する。 

      ただし、取扱いとして、平成２９年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含まな

い。逆に、平成２８年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含める。 

 (4) つまり、国保連における平成２８年５月～平成２９年４月審査分までの加算総額

（利用者負担額を含む）を記入することになる。 

     ＜国保連から通知されている金額を足しあげること。＞ ※

  (5) 実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、

加算の算定要件を満たしていないため、全額返還となる。（差額の返還ではない。） 

      また、実績報告を提出しない場合も全額返還となるので、必ず期限までに提出す

ること。 

  (6) 仮に現時点で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回っている

場合は、一時金や賞与として追加支給すること。 

※ 国保連から通知されている金額には、保険給付分の利用者負担額は含まれている

が、区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額は含まれていないため、区

分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を利用者から徴収している場合は、

その金額を合算すること。 
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２ 平成２８年度介護職員処遇改善加算の実績報告にかかる留意点について

(1) 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから、対象とする賃金項目を特定した上で行

 いますが、賃金改善を行う項目については明確に周知してください。 

  また、特定した賃金項目を含め、特段の事情なく賃金水準を引き下げることはできま

 せん。 

平成24年3月16日付け厚生労働省通知（抜粋） 青本Ｐ1163

  賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う

 ものとする。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。

  なお、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に

 に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変

 動と明確に区分されている必要がある。

(2) 非正規職員として勤務していた者を、正規職員に転換した場合、転換したことに伴う

 給与の増加分は賃金改善額には含まれません。同様に、職員を増員した場合の増員分の

 賃金も賃金改善額には含まれません。 

平成21年12月21日付け「介護職員処遇改善交付金説明会資料」P36

（問62）平成２１年３月まで非正規職員として勤務していた者を、同年４月以降に正規職

      員に転換した場合、これに伴う給与の増加分は、賃金改善額と考えてよいか。

   （答）よくない。平成２１年３月までの賃金算定ルールを、当該職員に適用した場合の給与

      （言い換えれば、当該職員が、平成２１年３月以前に正規職員として勤務していたと仮定 

した場合の給与）と比較し、増加していれば、その増加分のみが賃金改善額と考えられる。 

３ 平成２９年度介護職員処遇改善加算の届出について 

(１) 介護職員の処遇改善については、平成29年度報酬改定において、月額平均1万円相

当の介護職員処遇改善加算（以下「加算」という。）の拡充に向けた手続きが進めら

れているところです。 

今般の改定に係る国からの関係告示の交付や関係通知の発出は3月以降となる予定

で、また、平成29年度の加算の算定に当たり事前に都道府県等への届出が必要な書類

の様式例等についても、3月以降に発出する関係通知の中で示される予定です。 

つきましては、届出の締め切りについては、通常2月末日となっているところ、平

成29年度当初の特例として、以下の取り扱いを認める予定です。 

なお、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業における加算の計画書等の

届出についても、介護報酬における加算と同様の取り扱いとします。 

9



【平成29年度当初の特例】 

 平成29年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、

同年4月15日まで（予定）に計画書等を都道府県知事等へ届出する。 

【（参考）通常の取り扱い】 

 加算を取得する年度の前年度の2月末日までに都道府県知事等へ届出する。 

  ※「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」（平成27年3月31日老発0331第34号）参照 

(2) 厚生労働省から通知があり次第、岡山市事業者指導課ホームページでお知らせしま

すので、随時ホームページを確認するようお願いします。 
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 平 成２９年２月   

                                                          岡山市事業者指導課 

平成２８年度介護職員処遇改善加算の実績報告について

平成２８年度介護職員処遇改善加算の実績報告にあたっては、以下の手続きをお

願いします。

※ 手続きの詳細については、平成２８年度集団指導時に説明を行います。また、 

 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロード可能です。 

※ 障害福祉サービス事業所を対象とした、福祉・介護職員処遇改善加算については、 

以下の手続きは適用されませんので、ご留意願います。

１．提出期限について

  各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員 

処遇改善実績報告書を提出する必要があります。 

したがって、平成２９年３月サービス提供分は、５月支払いとなるため、２か月後の 

７月末日までに、実績報告書を提出する必要があります。 

→ 平成２８年度分については、平成２９年７月末日までに提出してください。 

※ 実績報告は、介護職員処遇改善加算の算定要件となっており、実績報告書の提出がな

い場合には、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となりますので、

実績報告書は必ず提出してください。 

また、年度途中での事業終了などの際も適切に処理されますようご注意ください。 

２．提出先について

 提出書類の提出先は、介護サービス事業所の指定権者になります。

 岡山市内に介護サービス事業所がある事業者

⇒ 岡山市保健福祉局事業者指導課

      〒７００－０９１３ 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階

＜ 注  意 ＞ 

  ※ 岡山市以外にも介護サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に

   も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、

   各指定権者へご確認ください。
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３．提出書類について

※ 介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）を、法人単位で提出している場合は、法人 

単位で次の＜提出書類＞を各１部提出してください。

   （事業所単位で提出する必要はありません。） 

＜提出書類＞ （※のある書類は記入例あり） 

′ 介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

′ 介護職員処遇改善実績報告書（別紙様式５）※

′ 介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）（別紙様式５（添付書類１）※

届出をした介護サービス事業所が１つの場合も提出して下さい。 

′ 介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）（別紙様式５（添付書類２））

届出をした法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合 

のみ。 

′ 介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表）(別紙様式５（添付書類３））※

届出をした法人が有する介護サービス事業所の指定権者が、複数である場合のみ。 

′ 賃金改善所要額 （別紙様式５ 実績報告書の④又は⑥） の内訳資料 

（岡山市参考様式）※
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Ⅰ　提出書類（※については、該当事業者のみ）

１部

１部

Ⅱ　平成２８年度処遇改善加算届出書（計画書）情報

 (2)　加算（Ⅱ）～（Ⅳ）の場合は記入不要。
Ⅲ　確認項目

※岡山市使用欄

12　「サービス名」欄に記載されているサービスは、処遇改善加算の
　　対象サービスか

３　加算（Ⅰ）の場合の計算方法　※ １　通常　　　　２　上乗せ相当分
※(1)　計画において加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算している場合は、実績においても
　加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算すること。

17　法定福利費（事業主負担増加額）が過大ではないか

４　また、その金額（法定福利費等を除く）は、②の期間内に支払ったものか

14　加算額の合計が実績報告書（別紙様式５）の③と一致しているか
（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄とも一致しているか）

－

15　賃金改善所要額の合計が、実績報告書の④と一致しているか
　（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄と一致しているか）

 別紙様式５（添付書類３）　実績報告書（市町村一覧表）

 岡山市参考様式　賃金改善所要額 （別紙様式５　実績報告書の④又は⑥） の内訳資料

16　積算根拠資料における計算は合っているか

不備事項等
チェック欄

岡山市事業者

１　別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書 １部

様　　 式　 　名

１　届出年月日　　

１部

◎　このチェックリスト １部

※別紙様式５（添付書類３）　　　〃　　　（市町村一覧表）
※別紙様式５（添付書類２）　　　〃　　　（都道府県状況一覧表）
２　別紙様式５（添付書類１）　　　〃　　　（事業所一覧表）　　

３　岡山市参考様式　賃金改善所要額の積算根拠資料　　

補正依頼 返還請求

 別紙様式５（添付書類１）　実績報告書（事業所一覧表）

受付番号

９　日付、法人名、代表者職・氏名の記載があるか

11　事業所ごとに記載しているか

10　報告書への押印（代表者印）があるか

受付年月日  　年　 　月 　　日

13　事業所ごとの加算額は、利用者負担額を含んだ額となっているか

８　⑪一人当たり賃金月額＝⑩÷⑧となっているか

２　②賃金改善実施期間は、処遇改善計画書(1)⑦と一致しているか

１　年度の記載があるか

５　⑦は、改善した給与項目・金額、実施時期等、具体的に記載されているか

２　賃金改善実施期間
平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月～平成　　年　　月

確　　認　　事　　項

６　⑦の記載内容は、積算根拠資料の内容と整合がとれているか
７　⑨一人当たり賃金改善月額＝④÷⑧または⑥÷⑧となっているか

３　④（または⑥）の記載の総額は、積算根拠資料の計と一致しているか

 別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書
事業者

不備事項等
チェック欄

岡山市

補正結果 補正結果１次ﾁｪｯｸ者 ２次ﾁｪｯｸ者 補正依頼

１部

岡山市 備　　　考

平成 ２８ 年度介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

事業者記入欄区　　　分

担当者名・電話番号 　　　　　－　　　－法人名
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別紙様式５

岡山市長　　殿

①

②

③ 円 ←

円 ←
参考様式④の賃金改善所
要額（ア＋イ）と一致するこ
と。

11,640,000 円

8,400,000 円

⑤ 円 ←

円 ←
参考様式④の賃金改善所
要額（ア＋イ）と一致するこ
と。

円

円

⑧ ←
月ごとの常勤換算数を
合計する。小数点２位
以下切り捨て。

⑨ 円 ←
自動計算・入力不要
（１円未満切り捨て）

⑩ 円 ←
賃金には、退職手当を
除き、労働法規上の
賃金すべてを含む。

⑪ 円 ←
自動計算・入力不要
（１円未満切り捨て）

※ 計画において加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算している場合は、実績においても加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算すること。

※ 加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。

※ ③又は⑤については、別紙様式５（添付書類１）により内訳を添付すること。

※ ⑩については、積算の根拠となる資料を添付すること。（任意の様式で可。）

※ 届出をする法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有する場合は、別紙様式５（添付資料２）を添付すること。

※ 届出をする法人が有する介護サービス事業所の指定権者が複数ある場合は、別紙様式５（添付資料３）を添付すること。

※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができるものとする。

　上記について相違ないことを証明いたします。

平成２９年　７月１０日

（法人名）　 　株式会社○○○○

（代表者職・氏名）　 　代表取締役　　　○○　○○　　　　　　　　　　　印

H28年4月～H29年3月サー
ビス提供分までの加算総額
（利用者負担額を含む）を記
入する。

H28年4月～H29年3月サー
ビス提供分までの加算額
（加算Ⅰと加算Ⅱとの差額。
利用者負担額を含む、）を
記入する。

介護職員常勤換算数　（②の期間の総数）

介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額）

介護職員一人当たり賃金改善月額
（④÷⑧または⑥÷⑧）

介護職員一人当たり賃金月額（⑩÷⑧）

②の期間において実施した賃金改善の概要

（改善した給与の項目及びその金額等について
具体的に記載すること。）

介護職員処遇改善実績報告書（平成２８年度）　記入例

⑦

平成　２８　年度分介護職員処遇改善加算総額
（別紙様式５（添付書類１）の合計と一致）

算定した加算の区分

賃金改善実施期間

④

⑥ 賃金改善所要額 （ⅲ－ⅳ）

ⅲ）加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った場合の賃金の
総額

ⅳ）従来の加算(Ⅰ)を取得した場合の前年度の賃金の総額

介護職員処遇改善加算　（　　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　　Ⅳ　　）

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合

平成　　年度分介護職員処遇改善加算総額
（加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の比較）
（別紙様式５（添付書類１）の合計と一致）

　平成　２８　年　４　月～平成　２９　年　３　月

3,200,000

3,240,000

ⅰ）加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総
額

ⅱ）加算を算定しない場合（元々の賃金水準）の賃金総額

賃金改善所要額 （ⅰ－ⅱ）

120.0

27,000

30,000,000

250,000

○介護職員の基本給を、常勤職員は月額１８，０００円、
非常勤職員は時給を１３０円引き上げた。（平成２４年４月
～）

○介護職員の夜勤手当を、常勤・非常勤職員ともに１回
につき１，８００円引き上げた。（平成２４年４月～）

○介護職員の賞与を、常勤・非常勤職員ともに、通常の
賞与支給額に４５，０００円ずつ上乗せして支給した。（平
成28年６月、12月）

以上により、介護職員一人当たりの平均賃金を月額２７，
０００円改善した。

計画書において、③及び④を
記入せず、⑤及び⑥を記入し
た場合は､こちらに記入する。
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別紙様式５（添付書類１）

事業所の名称 指定権者 サービス名

３ ３ ７ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ○○○○ヘルパーステーション 岡山市 （介護予防）訪問介護 2,000,000 円

３ ３ ７ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３ ○○○○デイサービスセンター 岡山市 （介護予防）通所介護 1,200,000 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合　　計 3,200,000 円

 ページ数　 総ページ数
　　　　　  ／

介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）　記入例

介護保険事業所番号
介護職員処遇改善

加算額

法人名 　株式会社○○○○

岡　山　県

※岡山市内の事業所について、記入してください。

※指定権者が複数の場合は、別紙様式５（添付書類３）
も提出が必要です。

※指定権者について
・下記以外の介護サービス事業者 ⇒ 岡山県
・岡山市内の介護サービス事業者 ⇒ 岡山市
・倉敷市内の介護サービス事業者 ⇒ 倉敷市
・新見市内の介護サービス事業者 ⇒ 新見市
・岡山・倉敷・新見市内以外の
地域密着型サービス事業者 ⇒ 各市町村
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別紙様式５（添付書類２）

（単位：円）

都道府県

北海道 円 円 円 円

青森県 円 円 円 円

岩手県 円 円 円 円

宮城県 円 円 円 円

秋田県 円 円 円 円

山形県 円 円 円 円

福島県 円 円 円 円

茨城県 円 円 円 円

栃木県 円 円 円 円

群馬県 円 円 円 円

埼玉県 円 円 円 円

千葉県 円 円 円 円

東京都 円 円 円 円

神奈川県 円 円 円 円

新潟県 円 円 円 円

富山県 円 円 円 円

石川県 円 円 円 円

福井県 円 円 円 円

山梨県 円 円 円 円

長野県 円 円 円 円

岐阜県 円 円 円 円

静岡県 円 円 円 円

愛知県 円 円 円 円

三重県 円 円 円 円

滋賀県 円 円 円 円

京都府 円 円 円 円

大阪府 円 円 円 円

兵庫県 円 円 円 円

奈良県 円 円 円 円

和歌山県 円 円 円 円

鳥取県 円 円 円 円

島根県 円 円 円 円

岡山県 円 円 円 円

広島県 円 円 円 円

山口県 円 円 円 円

徳島県 円 円 円 円

香川県 円 円 円 円

愛媛県 円 円 円 円

高知県 円 円 円 円

福岡県 円 円 円 円

佐賀県 円 円 円 円

長崎県 円 円 円 円

熊本県 円 円 円 円

大分県 円 円 円 円

宮崎県 円 円 円 円

鹿児島県 円 円 円 円

沖縄県 円 円 円 円

全国計 円 円 円 円

※　本様式の作成にあたっては、積算の根拠となる書類を添付すること。

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）

法人名

介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額
他都道府県事業所等の介護
職員の賃金改善の原資として

充当する額

他都道府県の事業所等で
受けた加算額を原資として

改善する額
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別紙様式５（添付書類３）

岡　山　県
（単位：円）

指定権者

岡山市 円 1,620,000 円 円 円

倉敷市 円 1,010,000 円 円 円

岡山県 円 610,000 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

合計 円 3,240,000 円 円 円

1,600,000

1,000,000

介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表）（再掲）　記入例

　ミコロ・ハコロ介護サービス株式会社法人名

他都道府県の事業所等で
受けた加算額を原資として

改善する額

他都道府県事業所等の介護
職員の賃金改善の原資として

充当する額
賃金改善所要額介護職員処遇改善加算額

600,000

　ページ数　　　総ページ数
　　　　　　　／

3,200,000

※別紙様式５（添付書類１）（事業所一覧表）に

記載されている事業所について、指定権者ごと
に集計して内訳を記入してください。

※合計額が、別紙様式５の④

（又は⑥）の「賃金改善所要額」
と一致しているか確認してく

ださい。

＜県外に事業所がある場合は、別紙

様式５（添付書類２）の岡山県欄
の額と一致する。＞

※合計額が、別紙様式５の③
（又は⑤）の「平成２８年度分

介護職員処遇改善加算総額」
と一致しているか確認して

ください。

＜県外に事業所がある場合は、別紙
様式５（添付書類２）の岡山県欄

の額と一致する。＞
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参考様式④

法　人　名

(単位：円）

3,240,000 ←
自動計算
入力不要

　ア 3,240,000 ←
自動計算
入力不要

1,674,000

390,000

276,000

900,000

イ

（注）

※

・

・

・

・

・

（　　　　　　　）手当

（　　　　　　　）手当

（　　　　　　　）手当

賞与（一時金）

その他（　　　　　　　　　）

個々の職員別、月別の内訳の提出は不要であるが、賃金改善所要額を算出した基
礎資料については、加算を賃金改善に充てたことがわかる書類とともに、実績報告
後５年間保管しておくこと。

別紙様式５において、③及び④の代わりに⑤及び⑥を記入した場合は、加算Ⅰの上
乗せ相当分を記入すること。

改善した給与項目のうち、加算を充当しなかったものについては、記入不要。

アには、法定福利費の事業主負担増加額を含まない。

　アに対応した法定福利費の事業主
　負担増加額

賃金改善所要額 （別紙様式５　実績報告書の④又は⑥） の内訳資料

イの額に加算を充当しなくても、賃金改善所要額が加算受給総額を上回る場合は、
イへの記入は不要。

別紙様式５の⑦の記載内容に対応するよう記入すること。

株式会社○○○○

　賃金改善所要額（ア＋イ）

　賃金改善額

基本給（月給）

基本給（日給）

基本給（時給）

（　夜　勤　　）手当
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岡事指第 ７６５号  

平成２８年９月２６日 

各 介護保険施設・介護サービス事業所 管理者 様  

岡山市保健福祉局事業者指導課長 

介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の 

強化・徹底について 

８月３１日に、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風第

１０号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の利用者が亡くなるという痛ましい被

害がありました。 

このたび、今回の被害の状況を踏まえて特に留意すべき事項について、厚生労働省から

周知依頼の通知がありました（岡山市事業者指導課HP掲載。下記URL参照。）。 

各施設等におかれましては、情報の把握及び避難の判断や非常災害対策計画の策定及

び避難訓練に関する別添のチェック表に沿って自主点検をしていただき、非常災害時の対

応について、より一層のご注意をいただき遺漏なきようよろしくお願いします。 

自主点検にあたっては、非常災害対策計画は、実際に災害が起こった際に実効性のある

ものとすることが重要であることから、厚生労働省通知を参考のうえ、各施設等の状況や地

域の実情を踏まえた内容となっているかを改めてご確認いただくようお願いします。 

また、厚生労働省通知に記載しているとおり、非常災害対策計画の策定状況や避難訓

練の実施状況については、厚生労働省通知（別紙）の「調査項目案（予定）」の「３ 対象施

設」に対しては年末時点の状況を調査する予定ですので、ご承知おきください。 

担 当：岡山市保健福祉局事業者指導課 

電 話：086-212-1013 

記 

○厚生労働省通知：「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体

制整備の強化・徹底について」（平成28年９月９日老総発0909第１号、老高発0909第

１号、老振発0909第１号、老老発0909第１号）

【岡山市事業者指導課トップページ →お知らせ→H28.9.2 非常災害対策等について】 

  ※岡山市防災マニュアル【詳細版第3版】（平成28年7月作成）もあわせてご参照ください。

URL:http://www.city.okayama.jp/soumu/bousai/bousai_00179.html 

３  利用者の安全確保（防災、防犯）対策について
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〇主な具体的確認項目チェック表（岡山市作成）

　１，水害 ・土砂災害 を含む非常災害対策計画が策定されているか。 □

　２，非常災害対策計画に以下の項目が含まれているか □

①介護保険施設等の立地条件（地形等）の検証 □

　具体的にどういった災害の危険性が高いかを見極めて、より具体的で実効性のある、的確な対
策を策定するために、各施設等の地形的特徴（急傾斜地が近くにある、低地にある、地盤が弱い
地域にある等）を検証すること。

②災害に関する情報の入手方法　（「避難準備情報」等の入手方法の確認　等） □

　テレビ、ラジオの他、利用者の安全を確保するために必要な情報の入手手段を、停電等の場合
も含め確保すること。「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報については岡山市緊急速報（エリア）
メール、おかやま防災ポータル（http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/）、緊急告知ラジオ
（市から貸出）などにより入手。【参照：岡山市防災マニュアル（第３版）】

③災害時の連絡先及び通信手段の確認　（自治体、家族、職員 等） □

　停電時には使用できない電話もあるなど、停電時も含め、連絡方法や連絡網を記載すること。

④避難を開始する時期、判断基準　（「避難準備情報発令」時　等） □

　近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼ることなく、
利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じることがで
きるよう計画を作成すること。　【参照：別添２「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保につい
て（周知依頼）」】

⑤避難場所　（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース　等） □

　市が指定する近隣の避難場所を記載すると共に、施設外への立ち退き避難が危険であり施設内
での避難を行う場合など、状況ごとに避難場所を想定すること。

□

　利用者の安全を確保するために必要な検証（所要時間、車いすが通れるか、冠水しないか等）を
行った上での避難経路を設定すること。

□

　利用者等の身体状況の違い（車いす、寝たきり等）も加味しそれぞれに合った適切な避難方法の
設定をすること。

□

利用者の安全の確保が行える、より具体的で実効性のある体制整備を行うこと。

□

市との情報共有、地域の関係者（町内会、消防団、近隣施設、運営推進会議等）との連携及び協
力を行うこと。

□

□

実施（予定）時期　【 平成　　　　年　　　　月　　　　日 】

□また、水害・土砂災害の場合を含む避難訓練が実施されていない場合、実施予定時期はいつか。

訓練の実施にあたっては、その結果を検証し非常災害対策計画の見直しを行うこと。
夜間を想定した訓練も行うなど、混乱が予想される状況にも対応できるよう訓練を実施すること。

項目

　３，非常災害対策計画の内容の職員間での周知及び共有はなされているか。

　４，非常災害対策計画の事業所内への掲示はなされているか。

　５，平成28年に水害・土砂災害の場合を含む避難訓練が実施されたか。

　「非常災害対策計画」の内容に、必要な項目が盛り込まれているかを確認する。
　項目については、混乱が予想される状況下においても、入所者等の安全を確保するための行動が迅
速にできるよう、より具体的で実効性のあるものとすること。

⑥避難経路　（避難場所までのルート（複数） 、所要時間　等）

⑦避難方法　（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）　等）

⑧災害時の人員体制 、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数　等）

⑨関係機関との連携体制

　ここでいう「非常災害対策計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画
を含む）及び水害・土砂災害、地震等の各種災害に対処するための計画をいう。
　実際に災害が起こった際にも入所者等の安全が確保できるよう、あらかじめ実効性のある計画を作成
すること。

　策定された非常災害対策計画は、一部の職員だけでなく、全ての職員が共有し、だれでも適切な対
応がとれる実効性のある体制づくりを行うこと。

　策定された非常災害対策計画は、一過性の周知だけではなく、常に見やすい場所に掲示して、周知
徹底が図られることにより、実効性のあるものとすること。
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